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初
等
中
等
教
育
分
科
会
教
員
養
成
部
会
運
営
規
則 

 
 

 

令
和
七
年
四
月
七
日 

 

教

員

養

成

部

会

決

定 

 

中
央
教
育
審
議
会
運
営
規
則
（
令
和
七
年
三
月
十
七
日
中
央
教
育
審
議
会
決
定
）
第
四
条
第
五
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
初
等

中
等
教
育
分
科
会
教
員
養
成
部
会
運
営
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

 

（
趣
旨
） 

第
一
条 

初
等
中
等
教
育
分
科
会
教
員
養
成
部
会
（
以
下
「
部
会
」
と
い
う
。
）
の
議
事
の
手
続
そ
の
他
部
会
の
運
営
に
関
し

必
要
な
事
項
は
、
中
央
教
育
審
議
会
令
（
平
成
十
二
年
政
令
第
二
百
八
十
号
）
、
中
央
教
育
審
議
会
運
営
規
則
及
び
初
等

中
等
教
育
分
科
会
運
営
規
則
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
規
則
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。 

 

（
課
程
認
定
委
員
会
） 

第
二
条 

部
会
に
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
分
担
さ
せ
る
た
め
、
課
程
認
定
委
員
会
（
以
下
「
委
員
会
」
と
い
う
。
）
を

置
く
。 

 

一 

教
員
免
許
状
の
授
与
の
所
要
資
格
を
得
さ
せ
る
た
め
に
適
当
と
認
め
る
大
学
等
の
課
程
の
認
定
（
以
下
「
課
程
認
定
」

と
い
う
。
）
の
審
査
に
関
す
る
事
項 

資料１ 
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二 

課
程
認
定
を
受
け
た
大
学
等
へ
の
実
地
視
察
に
関
す
る
事
項 

 

三 
前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
課
程
認
定
を
受
け
た
大
学
等
の
課
程
の
水
準
の
維
持
及
び
向
上
に
関
す
る
事
項 

２ 

委
員
会
に
属
す
べ
き
委
員
、
臨
時
委
員
及
び
専
門
委
員
（
以
下
「
委
員
等
」
と
い
う
。
）
は
、
部
会
長
が
指
名
す
る
。 

３ 

委
員
会
に
主
査
を
置
き
、
委
員
会
に
属
す
る
委
員
及
び
臨
時
委
員
の
互
選
に
よ
り
選
任
す
る
。 

４ 

主
査
は
、
委
員
会
の
事
務
を
掌
理
す
る
。 

５ 

主
査
に
事
故
が
あ
る
と
き
は
、
委
員
会
に
属
す
る
委
員
等
の
う
ち
か
ら
主
査
が
あ
ら
か
じ
め
指
名
す
る
者
が
、
そ
の
職
務

を
代
理
す
る
。 

（
教
員
養
成
フ
ラ
ッ
グ
シ
ッ
プ
大
学
推
進
委
員
会
） 

第
三
条 

部
会
に
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
分
担
さ
せ
る
た
め
、
教
員
養
成
フ
ラ
ッ
グ
シ
ッ
プ
大
学
推
進
委
員
会
（
以
下

「
委
員
会
」
と
い
う
。
）
を
置
く
。 

 

一 

認
定
課
程
を
有
す
る
大
学
の
う
ち
、
教
員
の
養
成
に
係
る
教
育
研
究
上
の
実
績
及
び
管
理
運
営
体
制
そ
の
他
の
状
況
を

総
合
的
に
勘
案
し
て
、
認
定
課
程
を
有
す
る
他
の
大
学
の
認
定
課
程
の
改
善
に
資
す
る
教
育
研
究
活
動
の
展
開
が
相
当
程

度
見
込
ま
れ
る
も
の
と
し
て
文
部
科
学
大
臣
が
指
定
す
る
大
学
（
以
下
「
教
員
養
成
フ
ラ
ッ
グ
シ
ッ
プ
大
学
」
と
い
う
）

の
公
募
要
領
や
審
査
方
法
等
の
検
討
に
関
す
る
事
項 
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二 

教
員
養
成
フ
ラ
ッ
グ
シ
ッ
プ
大
学
の
実
施
計
画
の
審
査
に
関
す
る
事
項 

 

三 
教
員
養
成
フ
ラ
ッ
グ
シ
ッ
プ
大
学
の
評
価
や
成
果
の
検
証
に
関
す
る
事
項 

 

四 

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
教
員
養
成
フ
ラ
ッ
グ
シ
ッ
プ
大
学
に
関
す
る
事
項 

２ 

委
員
会
に
属
す
べ
き
委
員
、
臨
時
委
員
及
び
専
門
委
員
（
以
下
「
委
員
等
」
と
い
う
。
）
は
、
部
会
長
が
指
名
す
る
。 

３ 

委
員
会
に
主
査
を
置
き
、
委
員
会
に
属
す
る
委
員
及
び
臨
時
委
員
の
互
選
に
よ
り
選
任
す
る
。 

４ 

主
査
は
、
委
員
会
の
事
務
を
掌
理
す
る
。 

５ 

主
査
に
事
故
が
あ
る
と
き
は
、
委
員
会
に
属
す
る
委
員
等
の
う
ち
か
ら
主
査
が
あ
ら
か
じ
め
指
名
す
る
者
が
、
そ
の
職
務

を
代
理
す
る
。 

 

（
委
員
会
の
議
事
及
び
議
決
） 

第
四
条 

委
員
会
は
、
委
員
会
に
属
す
る
委
員
及
び
臨
時
委
員
の
過
半
数
が
出
席
し
な
け
れ
ば
、
会
議
を
開
き
議
決
す
る
こ
と

が
で
き
な
い
。 

２ 

委
員
会
の
議
事
は
、
出
席
し
た
委
員
会
に
属
す
る
委
員
及
び
臨
時
委
員
の
過
半
数
で
決
し
、
可
否
同
数
の
時
は
、
主
査
の

決
す
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。 

３ 

委
員
会
が
議
決
し
た
と
き
は
、
主
査
は
、
当
該
議
事
の
経
過
及
び
結
果
を
部
会
長
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 
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（
審
議
組
織
） 

第
五
条 
部
会
に
、
部
会
の
決
定
に
よ
り
、
審
議
組
織
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

第
二
条
第
二
項
か
ら
第
五
項
ま
で
及
び
前
条
の
規
定
は
、
審
議
組
織
に
つ
い
て
準
用
す
る
。 

 

（
会
議
の
公
開
） 

第
六
条 

部
会
（
審
議
組
織
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
の
会
議
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
を
除
き
、
公
開
し
て
行
う
。 

 

一 

部
会
長
（
審
議
組
織
に
あ
っ
て
は
、
審
議
組
織
の
主
査
。
以
下
同
じ
。
）
の
選
任
そ
の
他
人
事
に
関
す
る
事
項
を
議
決

す
る
場
合 

 

二 

課
程
認
定
に
関
す
る
事
項
を
審
議
す
る
場
合 

 

三 

教
員
養
成
フ
ラ
ッ
グ
シ
ッ
プ
大
学
の
審
査
に
関
す
る
事
項
を
審
議
す
る
場
合 

 

四 

前
三
号
に
掲
げ
る
場
合
の
ほ
か
、
部
会
長
が
、
公
開
す
る
こ
と
に
よ
り
公
平
か
つ
中
立
な
審
議
に
著
し
い
支
障
を
及
ぼ

す
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
そ
の
他
正
当
な
理
由
が
あ
る
と
認
め
る
場
合 

 

（
会
議
の
傍
聴
） 

第
七
条 

部
会
の
会
議
を
傍
聴
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
文
部
科
学
省
総
合
教
育
政
策
局
教
育
人
材
政
策
課
（
こ

の
条
に
お
い
て
「
事
務
局
」
と
い
う
。
）
の
定
め
る
手
続
に
よ
り
登
録
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
部
会
の
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会
議
を
傍
聴
す
る
こ
と
が
で
き
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
し
、
そ
の
人
数
は
、
原
則
と
し
て
当
該
各
号
に
掲
げ
る
人

数
と
す
る
。 

 

一 

放
送
機
関
、
新
聞
社
、
通
信
社
そ
の
他
の
報
道
機
関
に
所
属
す
る
者 

一
社
に
つ
き
一
人 

 

二 

前
号
に
掲
げ
る
者
以
外
の
者 

原
則
と
し
て
受
付
け
の
順
序
に
従
っ
て
事
務
局
が
許
可
す
る
人
数 

２ 

前
項
の
登
録
を
受
け
た
者
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
登
録
傍
聴
人
」
と
い
う
。
）
は
、
部
会
長
の
許
可
を
受
け
て
、
会

議
を
撮
影
し
、
録
画
し
、
又
は
録
音
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

３ 

登
録
傍
聴
人
は
、
前
項
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
事
務
局
の
定
め
る
手
続
に
よ
り
申
請
す
る
と
と
も
に
、
会

議
を
撮
影
し
、
録
画
し
、
又
は
録
音
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
事
務
局
の
指
示
に
従
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

４ 

登
録
傍
聴
人
は
、
会
議
の
進
行
を
妨
げ
る
行
為
又
は
他
の
登
録
傍
聴
人
の
傍
聴
を
妨
げ
る
行
為
を
し
て
は
な
ら
な
い
。 

５ 

部
会
長
は
、
登
録
傍
聴
人
が
、
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
を
受
け
ず
、
若
し
く
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
事
務
局
の
指

示
に
従
わ
ず
に
会
議
を
撮
影
し
、
録
画
し
、
若
し
く
は
録
音
し
た
と
き
、
又
は
前
項
に
規
定
す
る
行
為
を
し
た
と
き
は
、

退
場
を
命
ず
る
等
適
当
な
措
置
を
と
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

（
会
議
資
料
の
公
開
） 

第
八
条 

 

部
会
長
は
、
部
会
の
会
議
に
お
い
て
配
付
し
た
資
料
を
公
開
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
部
会
長
は
、
課
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程
認
定
に
関
す
る
事
項
を
審
議
す
る
と
き
及
び
公
開
す
る
こ
と
に
よ
り
公
平
か
つ
中
立
な
審
議
に
著
し
い
支
障
を
及
ぼ
す

お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
そ
の
他
正
当
な
理
由
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
会
議
資
料
の
全
部
又
は
一
部
を
非
公
開

と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

（
議
事
録
の
公
開
） 

第
九
条 

部
会
長
は
、
部
会
の
会
議
の
議
事
録
を
作
成
し
、
こ
れ
を
公
開
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
部
会
長
は
、
課

程
認
定
に
関
す
る
事
項
を
審
議
す
る
と
き
及
び
公
開
す
る
こ
と
に
よ
り
公
平
か
つ
中
立
な
審
議
に
著
し
い
支
障
を
及
ぼ
す

お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
そ
の
他
正
当
な
理
由
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
議
事
録
の
全
部
又
は
一
部
を
非
公
開
と

す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

前
項
の
規
定
に
よ
り
議
事
録
の
全
部
又
は
一
部
を
非
公
開
と
す
る
場
合
に
は
、
部
会
長
は
非
公
開
と
し
た
部
分
に
つ
い
て

議
事
要
旨
を
作
成
し
、
こ
れ
を
公
開
す
る
も
の
と
す
る
。 

 

（
雑
則
） 

第
十
条 

こ
の
規
則
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
部
会
及
び
委
員
会
の
議
事
の
手
続
そ
の
他
部
会
及
び
委
員
会
の
運
営
に
関
し
必

要
な
事
項
は
、
部
会
に
あ
っ
て
は
部
会
長
が
部
会
に
諮
っ
て
定
め
る
も
の
と
し
、
委
員
会
に
あ
っ
て
は
主
査
が
委
員
会
に

諮
っ
て
定
め
る
も
の
と
す
る
。 
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附 

則 
こ
の
規
則
は
、
部
会
の
決
定
の
日
（
令
和
七
年
四
月
七
日
）
か
ら
施
行
す
る
も
の
と
す
る
。 


